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概
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。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

労
働
保
険
の
年
度
更
新

真
教
寺
公
園

「
ふ
れ
あ
い
体
験
学
習
施
設
」

　市民参画による市政運営をめざすため、市民の
みなさんに、市政に対する提案などを直接市長に
届ける市政提案箱の制度があります。
　４月から提案方法の取り扱いを、次のとおり、
一部変更いたしました。
▶市役所本庁舎市民談話室「市長への手紙」箱へ
　の投函（公共施設などに設置していました箱へ
　の投函はできません）
▶郵便（切手不要の専用封筒が市関係の公共施設
　に設置しています）
▶ファクシミリ　 （0857）20-3053
▶インターネット（市のホームページから投稿）
■問い合わせ先　市役所本庁舎市民参画課
　　　　　　　　 （0857）20-3158

　悪質商法、ヤミ金融、不当請
求など消費に関する相談や行政
サービスの窓口案内など、市民
生活に関する相談を受け付けて
います。気軽にご相談ください。▲

平日＝午前８時30分～午後５時15分
　市役所本庁舎１階「くらし１１０番相談室」
　 （0857）20-4894▲

平日＝午後５時15分～午後10時
　土・日曜日、祝日、年末年始＝午前8時30分～
　午後10時
　 （090）8715-9280▲

平日、土・日曜日、祝日、年末年始＝午後10時
　～午前８時30分
　メール　kurashi110@city.tottori.tottori.jp
　 （0857）20-3053　※対応は後日になります。
■問い合わせ先　市役所本庁舎市民参画課
　　　　　　　　 （0857）20-3158

鳥取市「くらし110番相談窓口」
ご利用ください

● ●

　久松山と鳥取城のあり方を考える、第２回史跡
鳥取城跡附太閤ケ平保存整備基本計画検討委員会
を開催しました。
　第１回で指摘された課題を踏まえ、17年度は、
整備の方向性や研究上の課題、史跡地の所有・管
理関係の確認、都市景観との関係性、市民参加の
方法など、さまざまなテーマを整理し、実現性あ
る基本計画にまとめていきます。なお、議事の内
容については鳥取市のホームページ（アドレスは
表紙に記載）で公開していきます。
■問い合わせ先　市役所本庁舎文化財課
　　　　　　　　 （0857）20-3367

鳥取城を考えよう


